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規制の内容・
目的

想定され得る
選択肢

登録外国適合性評価機関から認証を受けた設計に基づき機器を製造する場合、
当該機器が設計に合致しているか検査する義務及び当該検査の記録を保存す
る義務が、認証を受けた者に課されることとなり、これを履行するためのコストが
生じる。

利用者利益
の保護

現状どおり。
国内で使用する特定機器について、現行の電波法及び電気通信事業法の義務・
監督規定の適用対象を登録外国適合性評価機関から認証等を受けた者及び機
器にまで拡大するものであり、新たなコストは発生しない。

規制影響分析書

期待される効
果

想定される負
担

相互承認協定に基づき登録外国適合性評価機関から認証等を受けた者及び機器に対する電波法及び電気通信事業法の義務・監督規定の適用

平成19年3月27日
特定機器（通信端末機器等）に係る適合性評価手続の結果の相互承認にあたって、特定機器の原産地及び供給者の所在地を問わず他方の締約国の適合性評価機関が実施す
る適合性評価の結果を受け入れるという義務を履行するため、総務大臣は協定締結国における登録外国適合性評価機関から認証等を受けた者に対して報告徴収及び立入検査
等できることとする。

特定機器に係る適合性評価の外国との相互承認の実施に関する法律　第31条～第34条

総務省総合通信基盤局電波部電波環境課

現状維持
相互承認協定に基づき登録外国適合性評価機関から認証等を受けた者及び機器に対する電波法及び電気通信事業法に規定する義務・監督規定の適用

基準に適合しない製品の流通・使用が発生した場合、改善命令や回収命令等の措
置を講ずることが出来ないことから、電気通信回線設備の損傷、他の利用者への
迷惑、無線通信への混信・妨害が発生し、重要通信や企業活動、国民の生命・安
全等に支障を及ぼすおそれがある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

基準に適合しない製品の流通・使用が発生した場合、登録外国適合性評価機関か
ら認証等を受けた者に対して改善命令や回収命令等の措置を講ずることが出来な
いことから、電気通信回線設備の損傷、他の利用者への迷惑の防止、無線通信へ
の混信・妨害の防止が確保されない。

基準に適合しない製品の流通・使用が発生した場合、改善命令や回収命令等の
措置を講ずることにより、電気通信回線設備の損傷、他の利用者への迷惑の防
止、無線通信への混信・妨害の防止が確保される。また、義務・監督規定の適用
を規定することで、基準を満たさない製品の製造・取扱を事前に抑止する効果が
期待できる。

上記の様に、当該法令を遵守する登録外国適合性評価機関から認証等を受けた者に係る新たなコストは、機器が設計に合致しているか検査する義務及び当該検査の記録を保
存する義務を履行するためのもので限定的である。一方、規制を設けることにより電気通信回線設備の損傷、他の利用者への迷惑の防止、無線通信への混信・妨害の防止が確
保されるという大きな効果が期待されることから、選択肢２を採用するのが適当であると考えられる。

現状どおり。


